
4 多様な提供主体の参入について  
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○ 株式会社・NPO法   ○ 事業者の法人種別に応じて差を設ける積極的理由が見いだせないのではないか。特に、   
人等に対する初期投   施設整備費用については大きな負担要素。減価償却の反映等の配慮が必要。〔第14回・   

資費用（施設整備費  今井参考人〕  

用）の手当方法  

○多様な事業者の参入を促進するためには、初期投資費用の負担軽減が必要。〔第18  

回■中村参考人〕  

○株式会社やNPO法人に対して初期投資費用の補助がない点については、公平な事業参  
入という意味で見直しが必要。〔第14回・杉山委員〕   

○ 運営費の使途範囲  ○ 保育所運営費の使途範囲制限についても、新規保育所設置や、保育所の土地建物の   
制限、会計基準の適   賃借料への充当制限、社会福祉法人会計の問題は検討することがあると思うが、配当へ   
用に係る課題   の充当については、懸念がある。〔第14回■杉山委員〕  

○多様な事業者の参入を促進するためには、運営費の使途の柔軟性を高めることが必要。  
〔第18回・中村参考人〕  

○保育所設置にはかなりの資金が必要であり、資金調達を行うに当たり、株式会社の場合  

には、出資者に対する適正な配当で応じなければならない。この点について配慮が必要。  

〔第18回・中村参考人〕   

○多様な提供主体の参  

入や量の抜本的拡充  

に際しての「質」の担  

保・指導監督   
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5保育サービスの質（1）  

○ 予算をつけて、長期的に子どもの育ちを考えていく仕組みを作らなければならない。〔第15   
回・山顆委員〕  

○ 保育内容や保育環   

境等についての科学   

的■実証的な調査・   

研究により継続的な   

検証を行っていく仕組   

みの構築  

O NICHD（アメリカの国立小児保健・人間発達研究所）のような研究をするには、膨大なお   
金がかかる。もう少しお金をかけてちやんと検討しないといけない。〔第15回・小林参考人〕  

○ 建物や空間といったハード面の子どもへの影響の研究についても、日本は甘い。〔第15   

回・藤森参考人〕  

○ 地域によって異なる基準を設定するのではなく、ナショナルミニマムとしての最低基準を適   
用すべき。〔第14回・吉田委員〕  

○ 最低限の保育の質   

を保障しつつ、地方   
公共団体やサービス   

提供者の創意工夫   

等が発揮しやすい最   

低基準のあり方  

○ 最低基準は国の基準として必要。自治体毎となると、基準が違うものに国が支援すること   
になり、地域によって、低い水準でも国の支援が入ったり、高い水準でも入らなかったりする   

矛盾、問題点が出てくる。最低基準を据えた上で、各自治外がどう創意工夫するか。〔第  
15回・小島委員〕  

○ すべての子どもに一定水準の保育を保障することが最も重要であり、その中で、国と地方   
公共団体の役割を議論すべき。〔第18回・野呂委員〕  

○ 保育所の設置運営の環境は、地域間で大きく異なる。実施主体である市町村が地域の   
実情に応じて実施できるよう、基準設定を市町村に委ねるべき。その際、子どもの最善の利   

益を図る、子どもの視点に立ったより良い保育の実現を目指し、質が低下しないよう、保育   
関係者の理解を得て進めていくことが大事。〔第18回・野呂委員〕  

○ 認可外保育所にはいろいろな類型があるので、地域の実情を踏まえ、認可基準につ皇、て   

柔軟性を持たせるべき。〔第15回・中村参考人〕   



○ 最低限の保育の質   

を保障しつつ、地方   
公共団体やサービス   

提供者の創意工夫   

等が発揮しやすい最   

低基準のあり方  

（続き）  

○ 現行の最低基準、特に施設設備関係については、科学的・実証的な調査・研究の成果を   

踏まえて見直しを行うべき。〔第14回・吉田委員〕  

0 0歳児・1歳児は、園庭がなくてもできるというのはあると思う。〔第14回・清原委員〕  

○ 最近、良くわかっている保護者は、乳児の間は園庭がなくても家庭的な雰囲気で、3歳に   

なったら公立保育園へという方も増えてきている。〔第16回・原参考人〕  

○ ある認証保育所で、安全■清潔・保育士数がきちんと確保されているが、面積が非常に狭   

いところがあった。子どもは自立し、知識も十分で、保護者は高く評価するかもしれない。   

しかしながら、次世代を担う子どもたちに今求められる学力は何かというと、コミュニケーショ   

ン能力、問題解決能力であり、こうした力は、子ども集団が培っていく。子ども自ら環境に働   

きかけ、環境との相互作用により、子どもは発達していく。   

にもかかわらず、主体的な活動を促すことは限られた空間ではできず、子ども同士の関わり   

も少なくなる。自ら環境に働きかけるには、やはりある広さが必要。〔第15回・藤森参考人〕  

○ 家には、トイレがあって、向こうに台所があってと、いろいろな生活の空間がある。一方、認   
証保育所は保育室の一部屋しか空間がなかったりする。最低基準としては、保育室の広さ   

と園庭しか基準がないが、全体の生活の空間があるかどうかという点もある。〔第15回・藤森   

参考人〕  

○ 保育所職員の配置   

基準のあり方  

○ もっと子ども一人ひとりに手をかけられるような人の配置が望まれる。〔第15回・内海委員〕  
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○ 保育サービスの供給量を増やすためには、担い手である保育士の確保は大変重要。今   
後ますます保育士の需要が高まると思われるが、既に首都圏を中心に、保育士不足のた   
めに保育サービスの提供が難しくなっているという声も聞く。多様な人材が保育に従事でき   
るような仕組みが必要だ。  

例えば、認可外保育施設の勤務実績を評価して、試験を経て、保育士資格につなげる   
ような仕組みを導入することも考えるべき。〔第18回・中村参考人〕  

○ 保育士の養成・研  

修のあり方  

○ 三鷹市においては、公立保育所の保育士に、キヤt」アゼジョンの確立に向けた人事制度   
と専門研修受講システムを設け、また、全認可保育所、認証保育所、家庭福祉員参加に   
よる保育士研修を実施している。〔第14回・清原委員〕  

○ 東京では、保育士の確保が非常に難しくなってきており、サービス量を拡充していくために   
は、担い手である保育士の量・質の確保が大きな課題。〔第14回・吉岡参考人〕  

○ 資格や研修はとても大事だが、ミニマムであり、研修をすればサービスの質が上がるとは   

一概にいえない。やはり実務経験がメイン。  

勤続年数も、長く務めればサービスの質が上がるとは一概に言えない。経験を積むことで   

スキルがヰがるような仕組みがあって初めて意味がある。  

研修を実務に生かすような仕組みをどう作るかというところも議論が必要。〔第16回・佐   

藤委員〕  

○ ソーシャルワーク的なより専門性の高い保育・子育て支援を行う場合はさらにレベルの高   

い保育士資格を設けることも考えられる。〔第16回・杉山委員〕  
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○ 保育士の労働条件   

の整備■改善  

○ 離職率は質に関わる大事な点。保育士がくるくる変わると、子どもの心理的安定が妨げら   
れるし、保育士にとっても安定して長期間きちんと子どもの発達を見てこそ、初めて良い保   
育ができる。保育の根幹に関わるところ。きちんと把握すべき。〔第14回・大日向部会長〕  

○ 保育士の職場環境がどのように変化したか、調べる必要がある。保育にこ れが必要、あれ   
が必要と、どんどんプラスしていくことには限界があるのではないか。保育士への負荷が高ま   

り、現場ではそれができなくて疲弊している。実際の保育現場で実践できる保育士の育成が   
必要。  

保育士の特性と能力を最大限発揮するための職場のマネジメントも重要。  

保育所・保育士だけでは限界があり、地域のつながりの中で子どもを育てるために、保育   
所や保育士がどのような役割を果たせば良いのか、改めて検討する必要。〔第15回・杉山   
委員〕  

○ 市町村には、働く保育士の環境整備支援がますます求められる。〔第15回・清原委員〕  

○ 保育の質の維持・向上のためには、監査の強化徹底は外せない項目。〔第18回・大日向   
部会長〕  

○ 都道府県の指導監   
督や第三者評価のあ   

り方  

○ 三鷹市においては、「保育のガイドライン」を策定し、市としての保育の基本的考え方、保   

育の質の最低ラインを示しており、認可保育所だけでなく、認証保育所等にも適用して、情   

報共有化と共通理解を恒常的に図っている。   

認可保育所・認証保育所に対し、第三者評価の受審に加え、保護者満足度調査を求め   

ている。  

公設民営保育所については、各園ごとに運営委員会を設置し、検証を行っている。検証   

評価の仕組みは、第三者評価を含め、非常に重要で、保育の質を語るときに不可欠な取   

組。〔第14回・清原委員〕   

○ 保育の機能に着目した新たな評価指標を開発し、認可・認可外を問わず、機能評価を行   

うべき。〔第14回一吉田委員〕  25   



○ 少子化への対応は、持続可能な社会保障システムという観点ばかりでなく、現在の子ども   
の発達環境への影響という観点をきちんと入れておく必要がある。〔第13回・庄司委員〕  

○ 良質な保育が提供されなければ、女性は働くことを断念せざるを得ず、持続可能な社会   
保障システムそのものが堅牢なものとならない。〔第13回・大日向部会長〕   

○ 子どもの健全な発達保障のために、どのような保育サービスが望ましいかという視点は共   
通認識。「質」というポイントに、保育サービスを直接受ける子どもたちの視点をいかに担保   
できるかが重要。〔第13回・第15回清原委員〕   

○ 一定の質に裏打ちされた保育サービスの量を確保することが必要。〔第15回・中村参考   
人〕   

○ 質の定義・構成要素が明確になっていない。親の利用満足度と引き換えに、子どもの育ち・   
が劣化すれば質が上がったとは言えない。議論の中で質は注意深く扱わないと、空中戦に   
なってしまう。〔第15回・駒村委員〕  

O NICHD（アメリカの国立小児保健・人間発達研究所）の大規模な長期縦断研究では、母   
親による保育の価値が絶対的ではないという点が示された。子どもの育ちへの影響は、どち   
らかというと保育よりも家庭の方が強い。〔第15回りJ、林参考人〕   

○ 家庭環境によって、将来の成長発達に影響があるとなると、家庭環境の違いを超えて、す   
べての子どもが健やかに成長するためには、質の高い幼児教育や保育が必要。〔第15回・   
吉田委員〕  

リカの国立小児保健・人間発達研究所）の大規模な長期縦断研究では、保   ．
釦
小
敵
 
 

l
 
 

O NI 
イブな養育という概念で定義している。具体的要素として、保育者がポジ  テ

 
 
 

の
 
 ティブな態度を示す、身体接触をする、子どもの発生や発話に応答する、子どもに質問する  

等々の要素を示している。   

こうした保育の質には、大人と子どもの人数比率、クラス規模、保育者の学歴、専門教育  
歴が高いほど、良質となるとされている。〔第15回・小林参考人〕  
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6 保育サービスの質（2）（認可外保育施設の質の向上）   





○ 待機児童が解消で   

きていない中での、認   

可保育所の入所の可   

否による質の保障・公   

費投入の公平性の課   

題  

○ 保育サービスを受けられる人と受けられない人の公平性の確保を過渡期は考えざるを得   
ない。受けられていない人がいる中で、受けている人達の質を下げるなというのは、公平性   

の確保の点で、議論として通らない。量を拡大していき、最終的には質も維持するということ   
はあるが、過渡期については、公平性の確保の観点が必要。〔第12回・佐藤委員〕  

○ 地域ごとに保育サービスが違ったとしても基本的に全員にサ℡ビス提供するということが、   

一つの公平性。〔第12回・佐藤委員〕（再掲）  

○ 全体の仕組みの中で、過渡期対策を行うのが良いのか、待機児童が多い地域のみで考   
えるのかという議論がある。〔第12回・山顆委員〕（再掲）  
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○ 認可化移行やサー   

ビス量拡充を進めた   

としてもなお、給付対   
象サービスのみでは、   

需要を満たし得ない   

地域の取扱い  

○ 認可が困難な認可外保育施設に関しては、非定型保育や家庭的保育などの活用を促す   

ことが考えられる。  

〔第14回・吉田委員〕  

○ 給付対象となる保育サービスのみでは、保育の需要を満たし得ない地域では、公平性の   

観点からも、柔軟な対応が必要となってくる。〔第15回・中村参考人〕  

○ 認可保育所の待機者を対象に、利用者の保育料負担の軽減策を検討する必要。〔第14   

回・吉田委員〕  

○ 保育サービスの利用者へ受給権を与えることによって、認可保育所へ入れない認可外保   
育施設の利用者に対して、保育料負担軽減を行うことが可能になるのではないか。〔第14   

回・吉田委員〕  

○ 入所希望は公的に責任もって保障されるべきであり、やむなく公的受け皿がないために私   

的施設を利用せざるを得ない場合は、保護者の負担は公的な場合と同等にすべき。〔第  

15回・内海委員〕  

○ 認可保育所以外にも多様な受け皿がある一方、全く経済的支援がないが、すべて認可   
保育所だけでフォローするのは現実的に無理であり、様々なサービスに対して支援が行わ   

れることが大事。適用の仕方は慎重にしつつも、一定の基準を満たした多様なサービスに   
利用券が使える仕組みとすることもーつの検討課題。〔第13回・宮島委員〕  
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7 地域の保育機能の維持向上  

○ 保育所は、保育を提供するだけでなく、子ども同士の絆や社会性を身につけさせるスター  
トとなるもの。また、若い親にとっても、主体的に地域社会に参画する第一歩となる。地域社   
会ではこの機能を大事にすべきであり、切り捨てれば、家庭の孤立化を助長する。〔第18   

回・野呂委員〕  

○ すべての子どもに、   

地域の子ども集団の   

中での成長を保障す   

る観点からみた地域   

の保育機能の維持向   

上の意義  
○ 過疎化が進んだ地域であっても、子どもたちに基礎的な社会サービスは提供しなければい   

けない。過疎化の中では効率性はどうしても維持できなくなるが、そういう中でもいかにして   
基礎的な社会保障、対人サービスの提供をするのか。その工夫を考えなければならない。  
〔第17回・駒村委員〕  

0 5、6人の保育所、場合によっては、3人、4人という所もある。子どもを健やかに育むための   

機能をどうするかという視点から、小規模保育所での対応、あるいは家庭的保育での対応   
といったように発想を変えるべき。〔第17回・吉田委員〕  

○ 児童人口が著しく少   

ない地域における保   

育の定員規模の要   

件・事業運営方式・   

財政支援のあり方  

○ 保育所を多機能化して、地域の子育ての拠点にする取組を、是非具体的にモデル事業   
として進めていってはどうか。〔第17回・福島委員〕  

○ 児童人口が著しく少   

ない地域における保   

育所の多機能化を支   

援する仕組み  
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○ 幼稚園未設置の自治体は相当数ある。へき地保育所がたとえ「保育に欠ける」要件を強   

制していないとはいえ、過疎地については幼稚園との関係を含めた議論をきちんとすべきで   

はないか。〔第17回・山解委員〕  

○ 児童人口が著しく少   

なく、周辺に幼稚園が   

ない地域における保   

育所の機能、保育の   
必要性の判断基準の   

あり方  

○ 認定こども園制度の活用も、もう少し積極的に踏み込んだ議論があって良い。〔第17回・   

庄司委員〕  

○ 児童人口が減少し   

た地域における認定   

こども園制度の活用、   
新制度における位置   

付け  

○ 小規模型の認定こども園を可能にしていくとか、家庭的保育をファミリーホーム的に組合   
せてカバーできるようにするといった発想が必要ではないか。〔第17回・吉田委員〕  
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